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泉南市民人権意識調査 アンケート調査票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 この調査票にご回答いただく方は、市内在住の方を無作為に選ばせていたたぎました。

 集計結果は、数字で統計的に処理しますので、ご回答いただきました方にご迷惑を 

おかけすることは絶対にありません。どうぞ、ありのままお答えください。 

 
 
（１）回答は、宛て名のご本人がご記入くださいますようお願いいたします。 

 
（２）「○は１つ」「○は２つまで」「○はいくつでも」など回答数の指定がある質問

については、その指定にしたがってご回答ください。回答は、選択肢の中からあて

はまる番号を○で囲んでください。 

 
（３）質問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、矢印  

  （       ）やことわり書きの指示にしたがってご回答ください。 

 
（４）「その他」にあてはまる場合は、お手数ですが（    ）内に、なるべく具体

的にご記入ください。 

ごごごご記入記入記入記入にあたってのおにあたってのおにあたってのおにあたってのお願願願願いいいい 

 
 
 この調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

 
                泉南市泉南市泉南市泉南市    人権推進部人権推進部人権推進部人権推進部    人権推人権推人権推人権推進課進課進課進課    ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ    ４８３４８３４８３４８３－－－－０００１０００１０００１０００１（（（（代表代表代表代表）））） 

（（（（内線内線内線内線：：：： ２７０２７０２７０２７０）））） 

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ  ４８０４８０４８０４８０－－－－２８５５２８５５２８５５２８５５（（（（直通直通直通直通）））） 

 
 
 なお、ご回答いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒（切手は不要です）

をご利用になり、無記名で１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでにご返送くださいますようお願いい

たします。 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ
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最初に、ふだんの生活意識についてお聞きします。 

 

問問問問１１１１．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次にあげることについてにあげることについてにあげることについてにあげることについて、、、、どうどうどうどう思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑧⑧⑧⑧のそれぞれにのそれぞれにのそれぞれにのそれぞれについておついておついておついてお答答答答えくだえくだえくだえくだ

さいさいさいさい（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 

 

 
当

然
の

こ
と

と
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う
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か
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が

自
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だ

け
反

対
し

て
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仕

方
が

な
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う
 

間
違

っ
て
い

る
と
思

う
 

① 「大安」「仏滅」などを気にする １ ２ ３ 

② 結婚相手を選ぶときは、家柄などのつりあいを気にする １ ２ ３ 

③ 家の相続など、長男にはほかの子どもとは異なる特別な

役割がある 
１ ２ ３ 

④「長いものに巻かれる」は人生を送る上での知恵である １ ２ ３ 

⑤ 「出る杭は打たれる」ということをわきまえて行動する １ ２ ３ 

⑥ 女性はやはり男性を立てたほうがよい １ ２ ３ 

⑦ 夫を「主人」、妻を「家内」と呼ぶ １ ２ ３ 

⑧ 外国人の中でも、欧米人とアジア人とでは態度や対応が

変わる 
１ ２ ３ 

 
 

人権についての意識や考え方についてお聞きします。 

 

問問問問２２２２．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「人権人権人権人権」」」」からからからから連想連想連想連想するするするする言葉言葉言葉言葉はどれですかはどれですかはどれですかはどれですか。。。。次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる言葉言葉言葉言葉のののの中中中中からからからから、、、、あまりあまりあまりあまり深深深深くくくく考考考考

えずえずえずえず、、、、感感感感じたままをおじたままをおじたままをおじたままをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも））））。。。。 

 
 
 
 
 
 
 

問問問問３３３３．．．．仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭にににに関関関関するするするする男女男女男女男女のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてについてについてについて、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお考考考考えにえにえにえに近近近近いものはどれですかいものはどれですかいものはどれですかいものはどれですか（（（（○○○○はははは

１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 

 

１．自由     ２．平等       ３．友愛       ４．尊厳        ５．自立      ６．公正 

７．共生     ８．抑圧       ９．格差       10．差別        11．暴力 

12．その他（具体的に                                                         ） 

13．わからない 

１．男性は仕事、女性は家庭にいるのがよい      ２．男女とも働くが、家事・育児は女性がする 

３．男女とも働き、家事・育児もともに分担する  ４．女性が働き、男性が家事をするのがよい 

５．男女の役割を決めずに、その家庭にあった形で行う 

６．その他（具体的に                                    ）

７．わからない 
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問問問問４４４４．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる男女男女男女男女にににに関関関関わるわるわるわる事柄事柄事柄事柄についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥のそれぞれにのそれぞれにのそれぞれにのそれぞれにつつつつ

いていていていて、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお考考考考えにえにえにえに近近近近いところにいところにいところにいところに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 
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① 職場での昇進・昇格や賃金などの労働条件で、男女の

差があるのは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

② 夫や恋人から、ののしられたり暴力を受けたりするこ

とは人権侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

③ 家族を養う責任が男性だけに押し付けられるのは間違

っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

④ 夫婦別姓は認められてよい １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 女人禁制などのならわしは間違っている １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 方針決定の場や政治などの場での参加・参画において、

男女の差があるのは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

 
 

問問問問５５５５．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる子子子子どもにどもにどもにどもに関関関関わるわるわるわる事柄事柄事柄事柄についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑧⑧⑧⑧のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ

にににについてついてついてついて、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお考考考考えにえにえにえに近近近近いところにいところにいところにいところに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 
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① 教師が自分の主観で、児童・生徒に対する態度や評価

に差をつけることは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

② クラブ活動で先輩からしごきや暴力を受けるのは人権

侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

③ 仲間から無視されたり、いじめられるのは人権侵害で

ある 
１ ２ ３ ４ ５ 

④ 保護者の意思により塾や習い事に通わせ、時間のゆと

りを奪うのは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 子どもだからという理由で、社会に発言し参加する権

利を制限するのは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 子どもに来た手紙やメールを保護者が勝手に開封し読

むことは権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 教師による体罰は人権侵害である １ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 保護者による体罰は人権侵害である １ ２ ３ ４ ５ 
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問問問問６６６６．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる高齢者高齢者高齢者高齢者にににに関関関関わるわるわるわる事柄事柄事柄事柄についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ

にににについてついてついてついて、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお考考考考えにえにえにえに近近近近いところにいところにいところにいところに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 
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① 高齢者が働きたくても、企業が受け入れに消極的であ

るのは、働く権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

② 高齢者だからといって、賃金などの労働条件で劣悪に

扱われるのは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

③ 高齢者だからといって、結婚や再婚に反対するのは権

利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

④ 高齢者だからといって、アパートへの入居を断るのは

権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 寝たきりの高齢者の意思に関わらず、家族が一方的に

施設に入所させることは、間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 判断能力の衰えた認知症等の高齢者の財産を、家族が

一方的に判断して処分することは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

 
 

問問問問７７７７．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる障害者障害者障害者障害者にににに関関関関わるわるわるわる事柄事柄事柄事柄についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑦⑦⑦⑦のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ

にににについてついてついてついて、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお考考考考えにえにえにえに近近近近いところにいところにいところにいところに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください（（（（○○○○はそはそはそはそれぞれれぞれれぞれれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 
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① 障害者が働きたくても、企業が受け入れに消極的であ

るのは、働く権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

② 障害者だからといって、賃金などの労働条件で劣悪に

扱われるのは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

③ 障害者が結婚したり、子どもを産み育てることに周囲

が反対するのは権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

④ 障害があるからといって、アパートへの入居を断るの

は権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 障害児も地域の小・中学校で教育を受ける権利がある １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 介護や介助が大変だからといって障害者の意思に関わ

らず、家族が一方的に施設に入所させることは間違っ

ている 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 判断能力の衰えた障害者の財産を、家族が一方的に判

断して処分することは間違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 
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問問問問８８８８．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、日本日本日本日本にににに定住定住定住定住するするするする外国人外国人外国人外国人にににに関関関関わるわるわるわる事柄事柄事柄事柄についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑦⑦⑦⑦のそれのそれのそれのそれ

ぞれにぞれにぞれにぞれについてついてついてついて、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお考考考考えにえにえにえに近近近近いところにいところにいところにいところに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 
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① 外国人が働きたくても、企業が受け入れに消極的であ

るのは、働く権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

② 外国人が賃金などの労働条件で劣悪に扱われるのは間

違っている 
１ ２ ３ ４ ５ 

③ 日本に暮らす外国人の公務員採用試験の受験資格に制

限があるのは間違っている 

１ ２ ３ ４ ５ 

④ 日本に暮らす外国人に選挙権が認められないのは間違

っている 

１ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 在日韓国・朝鮮人が本名を積極的に名乗ることができ

ない日本社会は間違っている 

１ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 外国人と日本人が結婚したり子どもを産み育てること

に周囲が反対するのは権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 外国籍だからといって、アパートへの入居を断るのは

権利の侵害である 
１ ２ ３ ４ ５ 

 
問問問問９９９９．．．．人権人権人権人権にににに対対対対するするするする取組取組取組取組みがみがみがみが進進進進んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは２０２０２０２０年後年後年後年後にはにはにはには、、、、人権問題人権問題人権問題人権問題はどうなっているとはどうなっているとはどうなっているとはどうなっていると

思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。①①①①～～～～⑨⑨⑨⑨のそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 
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① 男らしさや女らしさより、人間らしさ、自分らしさが

重視されるようになる 
１ ２ ３ ４ 

② 子どものいじめがなくなる １ ２ ３ ４ 

③ 高齢者が安心して生活できるようになる １ ２ ３ ４ 

④ 障害のある人の社会参加が進み、当たり前に働ける 

ようになる 
１ ２ ３ ４ 

⑤ 定住外国人も、日本の選挙権をもつようになる １ ２ ３ ４ 

⑥ 同和地区住民に対する偏見や差別はなくなる １ ２ ３ ４ 

⑦ 男性どうし、女性どうしの結婚が社会的に認められる

ようになる 
１ ２ ３ ４ 

⑧ 学歴偏重の社会は崩れる １ ２ ３ ４ 

⑨ 生活の格差や所得などの経済的格差は少なくなる １ ２ ３ ４ 
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差別問題や同和問題についてお聞きします。 

 

問問問問 10101010．．．．一般的一般的一般的一般的にににに「「「「差別差別差別差別」」」」というものについてというものについてというものについてというものについて、、、、あなたはどのようなおあなたはどのようなおあなたはどのようなおあなたはどのようなお考考考考えをおえをおえをおえをお持持持持ちですかちですかちですかちですか。。。。 

次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる①①①①～～～～⑩⑩⑩⑩のそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。あまりあまりあまりあまり深深深深くくくく考考考考えずえずえずえず、、、、頭頭頭頭にににに浮浮浮浮かんだことかんだことかんだことかんだこと

をををを気軽気軽気軽気軽におにおにおにお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 

 

 賛
 

成
 

ど
ち

ら
か
と
 

い
え

ば
賛
成

 

ど
ち

ら
か
と
 

い
え

ば
反
対

 

反
 

対
 

わ
か

ら
な
い

 

① 差別は、人間として最も恥ずべき行為の一つである １ ２ ３ ４ ５ 

② 差別は世の中に必要なこともある １ ２ ３ ４ ５ 

③ あらゆる差別をなくすために、行政は努力する必要が

ある 
１ ２ ３ ４ ５ 

④ 差別は法律で禁止する必要がある １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 差別の原因には、差別される人の側に問題があること

も多い 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 差別だという訴えを、いちいち取り上げていたらきり

がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 差別される人の言葉をきちんと聞く必要がある １ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 差別を問題にすることによって、より問題が解決しに

くくなる 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑨ 差別問題に無関心な人にも、差別問題についてきちん

と理解してもらうことが必要である 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑩ 差別問題は、差別されている人の問題で、自分には関

係がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

 
 

問問問問 11111111．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、日本日本日本日本のののの社会社会社会社会にににに「「「「被差別部落被差別部落被差別部落被差別部落」」」」とかとかとかとか「「「「同和地区同和地区同和地区同和地区」」」」などとよばれてなどとよばれてなどとよばれてなどとよばれて差別差別差別差別をををを受受受受けているけているけているけている

地区地区地区地区があることをがあることをがあることをがあることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。知知知知っているっているっているっている場合場合場合場合、、、、はじめてはじめてはじめてはじめて知知知知ったのはどのようにしてですったのはどのようにしてですったのはどのようにしてですったのはどのようにしてです

かかかか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

問問問問 12121212．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、ここここここここ１０１０１０１０年年年年くらいのくらいのくらいのくらいの間間間間にににに同和地区同和地区同和地区同和地区にににに対対対対するするするする差別的差別的差別的差別的なななな発言発言発言発言やややや行動行動行動行動をををを直接見聞直接見聞直接見聞直接見聞きされきされきされきされ

たたたたことがありますかことがありますかことがありますかことがありますか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 

    

    

１．父母や家族、親せきから     ２．近所の人から             ３．学校の友だちから 

４．職場の同僚から             ５．学校の授業で        ６．講演会・研修会などで 

７．府県や市町村の広報紙で     ８．テレビ、新聞、本などで 

９．その他(具体的に                        )    10．おぼえていない 

11.「被差別部落」とか「同和地区」があることを知らない 

１．見聞きしたことがある    ２．見聞きしたことがない 問 13 へお進みください。

問 12-1 へお進みください。 
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問問問問 12121212－－－－１１１１．．．．どのようなどのようなどのようなどのような場面場面場面場面でででで見聞見聞見聞見聞きされましたかきされましたかきされましたかきされましたか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 

問問問問 12121212－－－－２２２２．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次のようなことをのようなことをのようなことをのようなことを見聞見聞見聞見聞きしたことがありますかきしたことがありますかきしたことがありますかきしたことがありますか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

問問問問 12121212－－－－３３３３．．．．見聞見聞見聞見聞きされたきされたきされたきされた時時時時、、、、あなたはどうされましたかあなたはどうされましたかあなたはどうされましたかあなたはどうされましたか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【全員にお聞きします。】 

問問問問 13131313．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、世間世間世間世間のののの人人人人々々々々がががが、、、、どういうどういうどういうどういう場合場合場合場合にににに同和地区同和地区同和地区同和地区のののの人人人人のことをのことをのことをのことを気気気気にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、意識意識意識意識しているしているしているしている

とおとおとおとお考考考考えですかえですかえですかえですか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問問問問 14141414．．．．あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお子子子子さんのさんのさんのさんの結婚相手結婚相手結婚相手結婚相手についてについてについてについて（（（（おおおお子子子子さんがいないさんがいないさんがいないさんがいない場合場合場合場合はいるとはいるとはいるとはいると仮定仮定仮定仮定してしてしてして）、）、）、）、次次次次のよのよのよのよ

うなことをうなことをうなことをうなことを調調調調べることについてべることについてべることについてべることについて、、、、どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考えですかえですかえですかえですか。。。。①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥のそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについてお答答答答えくえくえくえく

ださいださいださいださい（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 

 必要である 

調べることはよ

くないが、必要

である 

必要でない 

① 本人の素行や性格について １ ２ ３ 

② 家族の職業や学歴について １ ２ ３ 

③ 家族の財産、持ち家か借家かなどについて １ ２ ３ 

④ 家族の病歴や障害の有無について １ ２ ３ 

⑤ 在日韓国・朝鮮人であるかどうかについて １ ２ ３ 

⑥ 同和地区出身者であるかどうかについて １ ２ ３ 

 

１．同和地区の人と結婚するとき            ２．同和地区の人を雇うとき 

３．同和地区の人と同じ職場で働くとき      ４．同和地区の子どもと同じ学校に通学するとき 

５．同和地区の人と隣近所で生活するとき 

６．同和地区の人と同じ団体（町内会、自治会、ＰＴＡ、婦人会など）のメンバーとして活動するとき 

７．同和地区の人と飲食したり、つきあったりするとき 

８．同和地区の人の店で、物を買うとき      ９．同和地区の人と、仕事の上でかかわりをもつとき

10．その他（具体的に                                     ）

11．特に意識してはいないと思う            12．わからない 

１．家庭（家族、親せき）       ２．地域          ３．学校       ４．職場 

５．その他（具体的に                                                         ） 

１．差別と気づいていたが、誤りを指摘できなかった 

２．その時は差別と気づかずに、見過ごした 

３．誤りを指摘したが、説得できなかった 

４．反省を求めて説得した 

５．その他（具体的に                                    ） 

１．同和地区の人（子ども）とは、つきあっては（遊んでは）いけない 

２．同和地区の人とは、結婚してはいけない（結婚できない） 

３．同和地区の人はこわい 

４．その他  具体的に 
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問問問問 15151515．．．．もしもしもしもし、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが恋愛恋愛恋愛恋愛しししし、、、、結婚結婚結婚結婚をををを決決決決めためためためた人人人人がががが同和地区同和地区同和地区同和地区のののの人人人人であるとわかったであるとわかったであるとわかったであるとわかった場合場合場合場合、、、、どうされまどうされまどうされまどうされま

すかすかすかすか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 

問問問問 15151515－－－－１１１１．．．．もしもしもしもし、、、、両親両親両親両親やややや親親親親せきがせきがせきがせきが「「「「家族家族家族家族のののの縁談縁談縁談縁談にさしさわりがあるにさしさわりがあるにさしさわりがあるにさしさわりがある」」」」などとなどとなどとなどと言言言言ってってってって、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが説説説説

得得得得してもしてもしてもしても強強強強くくくく反対反対反対反対したしたしたした場合場合場合場合、、、、どうされますかどうされますかどうされますかどうされますか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 

      （問 17 へお進みください。） 

 
 
 
 

問問問問 16161616．．．．もしもしもしもし、、、、あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお子子子子さんがさんがさんがさんが、、、、同和地区同和地区同和地区同和地区のののの人人人人とととと恋愛恋愛恋愛恋愛しししし、、、、結婚結婚結婚結婚までまでまでまで話話話話がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる場合場合場合場合、、、、どうどうどうどうささささ

れますかれますかれますかれますか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【全員にお聞きします。】 

問問問問 17171717．．．．あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身、、、、同和地区同和地区同和地区同和地区にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人とどのとどのとどのとどの程度程度程度程度のつきあいがありますかのつきあいがありますかのつきあいがありますかのつきあいがありますか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 15、問 15－１は、まだ結婚されていない方のみお答えください。それ以外の方は問

16 へお進みください。 

１．結婚する        ２．結婚しない       ３．わからない 

１．結婚をあきらめる            ２．両親や親せきの反対を押し切ってでも、結婚する 

３．その他（具体的に                                    ） 

４．わからない 

 問 16 は、すでに結婚されている方のみお答えください。それ以外の方は問 17 へお進み

ください。 

１．絶対に反対する             ２．親としては反対だが、子どもの意志が強ければしかたがない 

３．お互いの愛情が大事なので祝福する 

４．その他（具体的に                                    ）

５．わからない 

１．近所づきあいをしている 

２．福祉や子どもの教育のことなどで、地域での取り組みを一緒にしている（したことがある） 

３．自治会、女性会（婦人会）、ＰＴＡなどのメンバーとしてつきあっている 

４．同じ職場で働いているなど、仕事の関係でつきあっている 

５．民謡、民踊、囲碁、将棋、料理など、趣味の会や講習会などで一緒に習っている 

６．盆踊りやまつり、スポーツなどを一緒にしている 

７．学校時代からつきあっている友人である 

８．自分自身が同和地区の出身者である 

９．家族や親せきに同和地区出身者がいる 

10．その他（具体的に                                       ） 

11．同和地区の人とは以前つきあいがあったが、現在はない 

12．同和地区の人とつきあったことはない 

問 17 へお進みください。 
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問問問問 18181818．．．．もしもしもしもし、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、家家家家をををを購入購入購入購入したりしたりしたりしたりマンションマンションマンションマンションをををを借借借借りたりするなどりたりするなどりたりするなどりたりするなど住宅住宅住宅住宅をををを選選選選ぶぶぶぶ際際際際にににに、、、、同和地区同和地区同和地区同和地区

やややや同同同同じじじじ小学校区小学校区小学校区小学校区にあるにあるにあるにある物件物件物件物件はははは避避避避けることがあるとけることがあるとけることがあるとけることがあると思思思思いますかいますかいますかいますか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

同和問題や差別をなくすための取組みについてお聞きします。 

 

問問問問 19191919．．．．同和地区出身者同和地区出身者同和地区出身者同和地区出身者にににに対対対対するするするする差別差別差別差別をなくすためにをなくすためにをなくすためにをなくすために、、、、次次次次ににににあげるあげるあげるあげる意見意見意見意見はどのはどのはどのはどの程度重要程度重要程度重要程度重要だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます

かかかか。。。。①①①①～～～～⑧⑧⑧⑧のそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 

 

 非
常

に
重
要

 

や
や

重
要

 

あ
ま

り
重

要
で

は
な

い
 

重
要

で
は
な

い
 

わ
か

ら
な
い

 

① 行政が一般的に行っている施策により、同和地区住民の

自立を支援する 
１ ２ ３ ４ ５ 

② 同和地区住民が差別の現実や不当性をもっと強く社会

に訴える 
１ ２ ３ ４ ５ 

③ 同和地区と周辺地域の人々が交流を深め、協働して「ま

ちづくり」を進める 
１ ２ ３ ４ ５ 

④ 学校教育・社会教育を通じて、差別意識をなくし、人権

を大切にする教育・啓発活動を積極的に行う 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 差別を法律で禁止する １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 同和地区のことや差別があることを口に出さないで、そ

っとしておけば自然に差別はなくなる 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 同和地区の人々が、かたまって住まないで、分散して住

むようにする 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 戸籍制度を大幅に見直す・廃止する １ ２ ３ ４ ５ 

 
 

問問問問 20202020．．．．泉南市泉南市泉南市泉南市ではではではでは、、、、学校学校学校学校でででで「「「「同和教育同和教育同和教育同和教育」」」」がががが行行行行われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考えでしょうかえでしょうかえでしょうかえでしょうか（（（（○○○○はははは

２２２２つまでつまでつまでつまで）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．同和地区や同じ小学校区にある物件は避けると思う 

２．同和地区にある物件は避けるが、同じ小学校区にある物件は避けないと思う 

３．いずれにあってもこだわらない 

４．わからない 

 

１．同和問題を正しく教えることはよいことだ 

２．同和問題を教える必要はない 

３．同和問題を通じて、あらゆる差別をなくす教育が行われており、よいことだ 

４．同和教育は必要であるが、内容を改善する必要がある 

５．同和教育より受験教育に力を入れてほしい 

６．同和教育がどんな教育か、よく知らない 

７．その他（具体的に                                     ）

８．わからない 
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問問問問 21212121．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、同和問題同和問題同和問題同和問題にににに関関関関するするするする講演会講演会講演会講演会やややや研修会研修会研修会研修会にににに、、、、今今今今までにまでにまでにまでに合計合計合計合計してしてしてして何回何回何回何回ぐらいぐらいぐらいぐらい参加参加参加参加されましされましされましされまし

たかたかたかたか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 

 
 
 
 
 

問問問問 21212121－－－－１１１１．．．．あなたがあなたがあなたがあなたが参加参加参加参加されたきっかけはされたきっかけはされたきっかけはされたきっかけは何何何何ですかですかですかですか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 

問問問問 21212121－－－－２２２２．．．．参加参加参加参加されてされてされてされて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような印象印象印象印象やややや感想感想感想感想をもたれましたかをもたれましたかをもたれましたかをもたれましたか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 

 
 
 
 
 
 

問問問問 21212121－－－－３３３３．．．．あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、今今今今までにまでにまでにまでに参加参加参加参加されたされたされたされた講演会講演会講演会講演会やややや研修会研修会研修会研修会をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【全員にお聞きします。】 

問問問問 22222222．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、人権問題人権問題人権問題人権問題のののの理解理解理解理解をををを深深深深めるためにめるためにめるためにめるために、、、、現在現在現在現在、、、、学学学学んんんんでいることはありますかでいることはありますかでいることはありますかでいることはありますか（（（（○○○○はいくはいくはいくはいく

つでもつでもつでもつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．１回              ２．２回          ３．３～５回        ４．６回以上 

５．参加したことはない  ６．おぼえていない       

１．自分からすすんで                        ２．勤務先の指示で 

３．自分が団体などで役員をしていて          ４．知りあいの人に誘われたので 

５．他の行事や研修の中に、同和問題の学習が組み込まれていたので 

６．子どもの授業参観に行ったときに 

７．その他（具体的に                                   ） 

１．部落差別をなくすため、自分も何かしたいと思った  ２．話しあえる仲間ができてよかった 

３．同じ話の繰り返しが多かった                  ４．話がむずかしくてよくわからなかった 

５．同和問題とは何かということがわかった        ６．部落差別をしてはいけないと思った 

７．その他（具体的に                                  ） 

８．おぼえていない 

１．「人権」そのものの考え方の問題          ２．基本的人権や市民的権利についての問題 

３．女性の人権問題                         ４．子どもの人権問題 

５．高齢者の人権問題                       ６．障害者の人権問題 

７．同和問題                               ８．在日韓国・朝鮮人の人権問題 

９．外国人労働者の人権問題                 10．アイヌ民族の人権問題 

11．世界の人権問題（カースト制度など）     12．ＨＩＶ（エイズ）感染者などの人権問題 

13．犯罪者や受刑者の人権問題            14．戦争や平和の問題 

15．環境問題                           16．その他（具体的に                ）

17．参加したことはない 

問 22 へお進みください。 

１．泉南市・教育委員会・泉南市人権啓発推進協議会・人権協会がおこなったもの 

２．学校やＰＴＡがおこなったもの 

３．宗教団体がおこなったもの 

４．労働組合がおこなったもの 

５．職場内での研修会 

６．その他の各種団体がおこなったもの 

７．その他（具体的に                                   ）
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問問問問 23232323．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、人権問題人権問題人権問題人権問題のののの理解理解理解理解をををを深深深深めるためにめるためにめるためにめるために、、、、今後今後今後今後、、、、学学学学びたいことはびたいことはびたいことはびたいことは何何何何ですかですかですかですか（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 問問問問 24242424．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次のののの人権人権人権人権にににに関関関関するするするする宣言宣言宣言宣言やややや条例条例条例条例などについてどのなどについてどのなどについてどのなどについてどの程度程度程度程度ごごごご存知存知存知存知ですかですかですかですか。。。。①①①①～～～～⑧⑧⑧⑧のそれのそれのそれのそれ

ぞれについておぞれについておぞれについておぞれについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 

 

ど
ん

な
内

容
か

知
っ

て
い
る

 

内
容
は
知
ら
な
い

が
名
称
は
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
 

知
ら

な
か
っ

た
 

① 泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関す

る条例〔1995(平成７)年〕 

１ ２ ３ 

② 部落差別調査等規制等条例（大阪府部落差別事象に係る調査

等の規制等に関する条例） 〔1985(昭和 60)年〕 

１ ２ ３ 

③ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律〔2000(平成 12)年〕 １ ２ ３ 

④ 個人情報保護法〔2003(平成 15）年〕 １ ２ ３ 

⑤ 同和対策審議会答申〔1965(昭和 40)年〕 １ ２ ３ 

⑥ 児童虐待の防止等に関する法律〔2000(平成 12)年〕 １ ２ ３ 

⑦ 交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動の円滑化の促進に関する法律）〔2000(平成

12)年〕 

１ ２ ３ 

⑧ 世界人権宣言〔1948(昭和 23)年〕 １ ２ ３ 

 

問問問問 25252525．．．．人権人権人権人権についてについてについてについて推進推進推進推進しているしているしているしている次次次次のののの施設施設施設施設をごをごをごをご存知存知存知存知ですかですかですかですか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは実際実際実際実際にににに行行行行ったことがありますったことがありますったことがありますったことがあります

かかかか。。。。①①①①～～～～④④④④のそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについておのそれぞれについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ１１１１つずつつずつつずつつずつ）。）。）。）。 

 

 
実際に行ったこと

がある 

行ったことはない

が名称は聞いたこ

とがある 

知らなかった 

① 人権協会 １ ２ ３ 

② 男女共同参画ルーム（ステップ） １ ２ ３ 

③ 青少年センター １ ２ ３ 

④ 人権ふれあいセンター １ ２ ３ 

 

１．「人権」そのものの考え方の問題          ２．基本的人権や市民的権利についての問題 

３．女性の人権問題                         ４．子どもの人権問題 

５．高齢者の人権問題                       ６．障害者の人権問題 

７．同和問題                               ８．在日韓国・朝鮮人の人権問題 

９．外国人労働者の人権問題                 10．アイヌ民族の人権問題 

11．世界の人権問題（カースト制度など）     12．ＨＩＶ（エイズ）感染者などの人権問題 

13．犯罪者や受刑者の人権問題            14．戦争や平和の問題 

15．環境問題                          16．その他（具体的に               ）

17．特に学びたいものはない 
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あなたご自身のことについてお聞きします。これまでお聞きしたことを統計的に分析するため

に必要ですので、ご協力お願いします。 

 

問問問問 26262626．．．．あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別はははは 

 
 
 

問問問問 27272727．．．．あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢はははは、、、、満満満満でででで何歳何歳何歳何歳ですかですかですかですか。。。。 

 
 
 
 
 

問問問問 28282828．．．．あなたのあなたのあなたのあなたの最終学歴最終学歴最終学歴最終学歴（（（（もしくはもしくはもしくはもしくは現在通学現在通学現在通学現在通学されているされているされているされている学校学校学校学校のののの種種種種類類類類））））をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 

問問問問 29292929．．．．あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のののの仕事仕事仕事仕事はははは次次次次のうちどれにあたりますかのうちどれにあたりますかのうちどれにあたりますかのうちどれにあたりますか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（問 29 で「１」もしくは「２」のいずれかをお答えの方に） 

問問問問 29292929－－－－１１１１．．．．あなたのあなたのあなたのあなたの勤勤勤勤めめめめ先先先先はははは次次次次のいずれですかのいずれですかのいずれですかのいずれですか（（（（会社会社会社会社全体全体全体全体のののの規模規模規模規模をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください）。）。）。）。 

 
 
 
 
 
 

問問問問 29292929－－－－２２２２．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは勤勤勤勤めめめめ先先先先ではではではでは、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる管管管管理者理者理者理者、、、、監督監督監督監督者者者者ですかですかですかですか（（（（○○○○はははは１１１１つつつつ）。）。）。）。 

 
 
 

１．男性                ２．女性 

 １．１６～１９歳             ２．２０～２９歳              ３．３０～３９歳 

 ４．４０～４９歳           ５．５０～５９歳       ６．６０歳以上 

１．小学校、高等小学校、新制中学校 

２．高等学校（旧制中等学校を含む） 

３．大学（新制・旧制）、短期大学、高専（新制・旧制） 

４．その他（具体的に                               ） 

 １．勤め人 

 ２．臨時・パート勤め 

 ３．農林漁業の自営および家族従業者 

 ４．商工業・サービス業の自営者および家族従業者 

 ５．その他の職業（具体的に            ） 

 ６．家事専業者（専業主婦） 

 ７．高校生 

 ８．大学生 

 ９．無職 

１．従業員 500 人以上の民間会社            ２．従業員 100 人以上 499 人以下の民間会社 

３．従業員 30 人以上 99人以下の民間会社    ４．従業員 29 人以下の民間会社 

５．公務員（公共事業団体を含む） 

１．管理者・監督者である            ２．管理者・監督者ではない 

問 29-1 及び問 29-2 へお進み

ください。 

次のページの問30へお進みく

ださい。 
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【全員にお聞きします。】 

問問問問 30303030．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、泉南市泉南市泉南市泉南市民民民民になっておよそになっておよそになっておよそになっておよそ何年何年何年何年になりますかになりますかになりますかになりますか（（（（通通通通算算算算年年年年数数数数）。）。）。）。 

 
 
 
 
 

問問問問 31313131．．．．最後最後最後最後にににに人権問題人権問題人権問題人権問題についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、何何何何でもでもでもでも結結結結構構構構ですのでですのでですのでですので自自自自由由由由にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査にご協力いただき誠にありがとうございました。 

この調査票は同封の返信用封筒に入れてご返送ください。 
 

１．５年未満                   ２．５年以上１０年未満          ３．１０年以上２０年未満 

４．２０年以上３０年未満    ５．３０年以上 

 
                                              
 
                                             

 
                                              
 
                                                
 
                                              
 
                                                
 
                                              
 
                                                
 
                                              
 
                                                
 
                                              
 
                                                
 
                                              
 
                                                
 
                                             
 
                                            
 
                                             
 
                                            
 
                                             
 
                                            
 


